
鳴門市新庁舎整備事業 2期外構工事のうち付帯工事（管工事）



図番 図⾯名称 図番 図⾯名称 図番 図⾯名称

A-001 図⾯リスト S-1 建築⼯事 特記仕様書（構造関係 その1）

A-002 ⼯事区分図 S-2 建築⼯事 特記仕様書（構造関係 その2）

A-003 特記仕様書1 S-3 建築⼯事 特記仕様書（構造関係 その3）

A-004 特記仕様書2 S-4 建築⼯事 特記仕様書（構造関係 その4）

A-005 特記仕様書3 S-5 鉄筋コンクリート構造標準配筋要領図(1)

A-006 特記仕様書4 S-6 鉄筋コンクリート構造標準配筋要領図(2)

A-007 特記仕様書5 S-7 鉄筋コンクリート構造標準配筋要領図(3)

A-008 特記仕様書6 S-8 鉄筋コンクリート構造標準配筋要領図(4)

A-1 設計概要表 1 S-9 鉄筋コンクリート構造標準配筋要領図(5)

A-2 設計概要表 2 S-10 鉄筋コンクリート構造標準配筋要領図(6)

A-3 仮設計画図 S-11 鉄筋コンクリート構造標準配筋要領図(7)

A-4 配置図(着⼿前） S-12 鉄筋コンクリート構造標準配筋要領図(8)

A-5 配置図(完了時) S-13 鉄筋コンクリート構造標準配筋要領図(9)

A-6 敷地求積図 S-14 鉄筋コンクリート構造標準配筋要領図(10)

A-7 延床・建築⾯積求積図 S-15 鉄⾻構造標準図(1)

A-8 平均地盤⾯算出図1 S-16 鉄⾻構造標準図(2)

A-9 平均地盤⾯算出図2 S-17 鉄⾻構造標準図(3)

A-10 仕上表 S-18 庇2-3（南⻄側駐⾞場庇）詳細図

A-11 庇詳細図1(庇2-3) S-19 庇3-3(南東駐⾞場庇）詳細図

A-12 庇詳細図2(庇3-3)

A-13 ATM詳細図1

A-14 ATM詳細図2

A-15 外構⾬⽔排⽔計画図1

A-16 外構⾬⽔排⽔計画図2

A-17 外構構造図

A-18 外構平⾯図（完了時）

A-19 外構断⾯図1

A-20 外構断⾯図2

A-21 外構植栽計画図（完了時）

A-22 外構サイン・雑詳細図1

A-23 外構サイン・雑詳細図2

意匠図 構造図
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特記承認

担当

前田建設・吉成建設・内藤廣建築設計特定建設工事共同企業体
A3=

鳴門市新庁舎整備事業
2期外構工事のうち付帯工事（管工事）



M - 002

A1=

工事区分図

1:500
1:250

A3=
図面番号完成年月日 図面名称

鳴門市新庁舎整備事業
2期外構工事のうち付帯工事（管工事）

前田建設・吉成建設・内藤廣建築設計特定建設工事共同企業体
特記承認

担当
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2.付属棟
(1期工事)

消防ブリッジ2
(1期工事)

消防ブリッジ1
(1期工事)

消防庁舎
(既存)

5.庇1-3(1期工事)

15.庇6(1期工事)

16.庇5(1期工事)

3.庇1-1（2期外構工事）

8.庇2-1（2期外構工事）

9.庇2-2（2期外構工事）

12.庇3-4（2期外構工事）

14.庇3-2（2期外構工事）

11.庇3-1（2期外構工事）

6.庇1-4（2期外構工事）

10.庇2-3（2期付帯工事）

13.庇3-3（2期付帯工事）

ATM（2期付帯工事）

駐輪場(40台)
（2期付帯工事）

既存撤去（2期付帯工事）

7.庇4（1期工事）

2期外構付帯工事

2期外構（付帯）（本工事ほか）

現庁舎解体
(2期外構付帯工事)

縮尺 件名

＊埋設配管、雨水桝は全て本工事

＊側溝、舗装見切りは全て2期付帯工事

市民会館等解体

旧鳴門簡易裁判所解体

1.新庁舎 建設工事

2.付属棟 建設工事 

消防ブリッジ1・2 建設工事 

5.庇1-3(北エントランスキャノピー) 建設工事 

現庁舎解体

2期外構（付帯）

市道市役所線拡幅

■鳴門市新庁舎整備事業　工事区分概要

STEP-Ⅰ 1期工事着工前に完了

範囲工事内容

（別）

（別）

（別）

（別）

（別）

（別）

（別）

【本工事ほか】

STEP-Ⅱ

（別）

（別）

（別）

（別）

（別）

15.庇6(西駐輪場屋根) 建設工事 

（別）

7.うずしお広場庇  建設工事

（別）

16.庇5(北東キャノピー) 建設工事 

3.庇1-1(バス停留所屋根) 建設工事  

（別）

6.庇1-4(北スロープ庇)  建設工事 

8.庇2-1(南エントランスキャノピー) 建設工事  

一期外構 （別）

市道市役所東線拡幅

12.庇3-4(南東歩廊屋根) 建設工事  

（別）

9.庇2-2(南歩廊屋根)  建設工事 

10.庇2-3(思いやり駐車場1) 建設工事  

11.庇3-1(東エントランスキャノピー) 建設工事  

14.庇3-2(東歩廊屋根) 建設工事  

13.庇3-3(思いやり駐車場2) 建設工事  

（別）

【本工事ほか】

【本工事ほか】

（別）

（別）

（別）

STEP-Ⅲ

北側駐輪場 既存撤去

（別）北側駐輪場 白線引き

＊【本工事ほか】とは下記工事のことを示す

・鳴門市新庁舎整備事業 旧庁舎解体及び 2期外構工事のうち付帯工事

・鳴門市新庁舎整備事業2期外構工事のうち付帯工事（電気工事）

・鳴門市新庁舎整備事業2期外構工事のうち付帯工事（管工事）

＊図中の工事名称の表記について、下表の通りの略称とする。

『鳴門市新庁舎整備事業』 →1期工事

『鳴門市新庁舎整備事業 2期外構工事』 →2期外構工事

『鳴門市新庁舎整備事業 旧庁舎解体及び 2期外構工事のうち付帯工事』 →2期外構付帯工事

『鳴門市新庁舎整備事業 2期外構工事のうち付帯工事（電気工事）』 →2期外構付帯電気工事

『鳴門市新庁舎整備事業 2期外構工事のうち付帯工事(管工事)』 →2期外構付帯管工事 ←【本工事】
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◎ :適用

◯ :適用

 ・ :適用

 ・ :適用しない

鳴門市新庁舎整備事業 ２期外構工事のうち付帯工事（管工事）

I. 工事概要

1.  工事名称

2.  工事場所

3.  敷地面積 13,457.23㎡

4.  工事種目 新築

構造規模：別紙,設計概要表による

5.  工事区分 工事区分図による

6.  工　　期

II. 建築工事仕様書

項　　　目

1.　適用基準等 ◎　図面及び特記仕様に記載されていない事項は, すべて建設(国土交通省)大臣官房官庁営繕部監修の下記に

項　　　目 特　記　事　項

1章　一般共通事項

　なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は,監督員と協議する. 

  ただし, 騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする.

◎ 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年･

　以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)の写しを使用工種･

　の施工計画書に添付し提出すること. 

◎　設計図書の優先順位は，次の順とする. 

　(1) 質問回答書((2)から(5)に対するもの)　

　(2) 補足説明資料

　(4) 設計図

　(3) 本特記仕様書

◎　施工条件は次による. 

◎　本工事のうち電気工事及び管工事について, 下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験

特　記　事　項

　よる.

　　を有したものを選定すること. 

  ただし, 同規程に記載されていない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない.

◎ 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示 平成

　13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする. 

　現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程  に基づき指定された建設

　機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする.

徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170番地他

別紙,設計概要表による

　(5) 上記仕様書 等

　②敷地調査共通仕様書(令和元年版)

　③国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修「建築工事標準詳細図」（令和4年版）

　①国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」（令和4年版）（以下「標仕」）

　④国土交通省大臣官房営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」

　ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査証明事業, 

　あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着

　することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものと

　する. なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場

　代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。

◎ 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号・

  最終改正 平成14.4.1 国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする. ただし, ･

　排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出

◎本仕様書中の凡例は下記の通り

項　　　目 特　記　事　項

◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底する

  こと. 

3.　安全衛生管理

・ 工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること.

◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気

  汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第1号), 建設副産物適正処理

  推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係法令に従い適切に処理すること. 

2.　工事関係図書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書を作成し, 

  監督員に提出すること. 

◎施工図, 現寸図, 見本等は, 監督員の指示により速やかに監督員に提出すること. 

◎上記の施工計画書には，「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること．

◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと. 

名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名が記載し,顔写真を添付すること.

◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること.

・ 受注者は, 本工事において使用する工事看板・バリケード等については, 県産木材を用いた木製品を優先

◎電気保安技術者は次の者とし, 必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により, 監督員の承諾

  を受けること. 

    事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は, その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資

    格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする. 

　　する. 

4.　工事現場管理

    一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は, 第１種又は第２種電気工事士の資格を有する者と・

◎発生材の処理等は，次により適正に行う. 

　(1) 工事による発生材のうち，文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, 報告及び

      引き渡しを要する. 

　(2) 上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に

　　　関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱その他関係法令等に

　　　従い処理すること. 受注者は，工事で発生する産業廃棄物を保管する場合，または自ら運搬する場合等

　　　においては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること。図書に表示のないもの

　　　については, 監督員(契約書に規定する監督員をいい, 標仕の規定による場合は監督職員と読み替える,

　　　以下同じ. )に報告し指示を仰ぐこと. 

　(3) コンクリート・アスファルト類の搬出先については, 中間処理施設のみとする. 木材について

　　　は, 50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする. 

  (4) 受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては, 建設発生土は建設発生土搬出調書, 産業廃棄

　　　物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により, 適正に処理されているか確認するとともに, 監督員に

　　　建設発生土搬出調書を提出しなければならない. なお, 監督員等の指示があった場合は直ち･

　　　に産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. 

◎工事現場には, 工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. 

  して使用するよう努めなければならない. 県産木材を購入した場合, 受注者は, 工事完了後「任意仮設に

　おける県内産木材購入実績報告書」を監督員へ任意で提出すること. 

・ 上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は,原則禁止とする．やむ

　を得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を講じ安全確保を図り,施工

　手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこと．

  とともに工事現場における盗難防止の観点から, 資機材の保管状況等についても併せて確認すること. 

  また, 監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められた場合には, 速やかに提出すること.

◎受注者は, 工事期間中安全巡視を行い, 工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保する

◎受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 

  交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導員の配置, 標識, 安

  全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 災害の防止を図らなければならない. 

  特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と

  必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない.

◎受注者は，移動式クレーン・トラック(クレーン装置付き)を使用する場合は，上空施設への接触事故防止装置

　（ブームの格納忘れを防止（警報）する装置，ブームの高さを制限する装置等）付きの車両を原則使用しなけれ

　ばならない．なお，使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと．

◎受注者は，輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため，重機回送時の高さ，移動式クレー

　ンのブームの格納，ダンプトラックの架台の下ろし等について，走行前に複数の作業員により確認しなけ

　ればならない．

・ 受注者は, 重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含

  む. ) 又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む. )を行うときは, 当

  該作業を指揮する者を定め, 監督員に報告しなければならない. 

・ 受注者は, 機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は, 当該作業を指

  揮する者を定め, 指揮者の合図により行わなければならない. また, 作業状況について, 写真等の資料を

  整備及び保管し, 監督員の請求があったときは, 直ちに提示しなければならない.

◎ 工事カルテの作成・登録

    　請負業者は、請負額が2,500万円以上の工事については、工事実績情報システム（CORINS)に基づき、受注、

    　変更、竣工及び訂正時ごとに「工事カルテ」を作成し、「工事カルテ」の写しを監督員に提出して内容の

    　確認を受けた後、(財)日本　建設情報センターにフロッピーディスク等により登録しなければならない。

    　登録は受注時は契約締結後10日以内（ただし土・日・祝日等は除く。）登録内容変更時は変更があった日

    　から10日以内（ただし土・日・祝日等は除く。）完成時は工事完成後10日以内（ただし土・日・祝日等は

    　除く。）訂正時は適宜とする。またその都度センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出

    　しなければならない。

    　変更登録については、請負金額、工期、主任（監理）技術者、現場代理人の変更があった場合に登録を行

    　うこと。なお、変更時と完成時との間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

    　変更契約により請負金額が500万以上2,500万未満となった場合は、登録を削除し、新たに500万円以上

    　2,500万円未満工事として変更契約時の工事内容を受注時として登録を行うこと。

◎ 受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 鳴門市内に主たる営業所を有するものの中から優先し

  　　て選定するように努めなければならない.

◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施

  さなければならない. 万一, 損傷を与えた場合は, 

受注者の負担でその都度補修又は補償すること. 　障がないよう

ただちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支

　位置(平面・深さ)，規格，構造等を確認しなければならない．

◎地下埋設物への影響が予想される場所では，施工に先立ち，原則として試掘を行い，当該埋設物の種類，

◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等仮設材

　設置を含む）着手までに調査を行い,支障物件があった場合は, 「支障物件確認書」を監督員に提出し，

　監督員の確認を受けてから工事着手すること.

◎工事に影響のある範囲内の重要備品等　（　有　・　無　）

　備品等名称：

　保管場所　：

　注意事項　：

　受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又は

　その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準

　以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手前までに「建設リサイクル法通知済証」

　を掲示し，工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない。

◎建設リサイクル法通知済証の掲示

◎また,次の図書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）を参考とする。

　①建築工事監理指針（令和4年度版）(以下「監理指針」という.）

　②建築改修工事監理指針（令和4年度版）

　③電気設備工事監理指針（令和4年度版）

　④機械設備工事監理指針（令和4年度版）

(1)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に

関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は

建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事という.）において，

コンクリート(二次製品を含む。)，土砂，砕石，加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には，

(一財)日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により

再生資源利用計画書を作成し，監督員に提出すること。

(2)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る

の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事

又は一定規模以上の工事において，建設発生土，コンクリート塊，アスファルト・コンクリート塊，建設発生木材，

建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には，COBRISにより再生資源利用促進計画書を

作成し，監督員に提出すること。 

(3)受注者は，上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること。 

(4)受注者は，上記計画書に変更が生じた場合は，速やかに計画を変更し，その変更の内容を監督員に報告すること。 

(5)受注者は，工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し，

監督員に提出すること。 

(6)受注者は，上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。

(7)受注者は，COBRISの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について，

その施設名，施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし，バージン材を使用する生

コンクリート及び購入土を除くものとする。

◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工事に係る資材

　の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく対応は，以下のとおり行うこと。

     ◎ 仮使用認定の安全区画等は「鳴門市新庁舎整備事業2期外構工事のうち付帯工事」による
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A1=

図面番号

縮尺

完成年月日 図面名称

件名
鳴門市新庁舎整備事業

2期外構工事のうち付帯工事（管工事）
前田建設・吉成建設・内藤廣建築設計特定建設工事共同企業体

A3=

特記承認

担当

項　　　目 項　　　目 特　記　事　項特　記　事　項 項　　　目 特　記　事　項

◎本工事に使用する建築材料等は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし，JIS又はJAS

　(1)　品質及び性能に関する試験データが整備されていること．

　(2)　法令等で定める許可，認定又は免許を取得していること．

　(3)　製造又は施工の実績があり，その信頼性があること．

　マーク表示のない材料及びその製造業者等は，次の(1)から(3)の事項を満たすものとする．

　なお, 「評価名簿による」と記載されているものは, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料等評

　価名簿(最新版)」記載品を指すものとする. 

◎受注者は，本工事で使用する建築材料・製品等（以下「建材等」という）の発注の際には，発注前に，・

5.　材料・製品等

　品質及び性能に関して記載された施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない．

　    ① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材

　    ② ①以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材

  (2) 「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した

      木材」とは次のことである. 

　　　により県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない。

　　　した書類を監督員へ提出しなければならない. 

  (3) 受注者は, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 

　　　県産木･材を使用できない理由施工計画書に記載すると共に，書面及び確認資料を事前に監督員に

　　　提出し, 承諾を得なければならない. 

  (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写し

  (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入

　板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む. )が行わ･

　れたものを使用する. ただし, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場

　合には監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする. 

◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティクルボード, 繊維･

　また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の「木材・木材

　製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし, ･

　監督員に合法証明書を提出するものとする. ただし, 平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者

　等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保

　管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には, 上記ガイ

　ドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする. 

◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて, 当該製

  品の仕様及び指定工法による.

・ 県産木材の使用

　(1) 受注者は, 工事目的で木材を使用する場合 , 　　  　　　

　　　原則として県産木材を使用しなければならない. ただし, 特段の理由がある場合にはこの限りでない. 

　　　

　　　

・ 県内産資材の使用

　(1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなけ

      ればならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. なお, WTO対象工事については, ･

　　　県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする.

　　材料等

◎本工事に使用する建築材料は, 設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, 次の(1)から･

　(5)を満たすものとする. 

  (1) 合板, 木質系フローリング, 構造用パネル, 集成材, 単板積層材, MDF, パーティクルボード, その･

　　　他の木質建材, ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は, ホルムアルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少

　　　ないものとする. 　

  (2) 保温材, 緩衝材, 断熱材は, ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか, 発散が極めて少ないも

　　　のとする. 

  (3) 接着剤は, フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤

　　　を使用し, ホルムアルデヒド, アセトアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しな

  　　いか, 発散が極めて少ないものとする. 

　(5) (1), (3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具, 書架, 実験台, その他の什器等は, ホルム･

　　　アルデヒドを発散しないか, 発散が極めて少ないものとする. 

◎工事現場監督員は常駐できないので, 疑問な点, その他打合せ決定を要する事項は, 監理者へ問い合わせ, 

　 工事に遺漏のないようにすること. 

◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること. 不都合な工法等を発見した場合は, 工事が進

　行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること. 手直し工事は, 受注者の責任に

　おいて実施し, それに要する費用は受注者の負担とする. 

◎他工事と取り合い区分

6.　化学物質を発散する建築

7.　施工

　　　発散が極めて少ないものとする. 

県内産資材(次のいずれかに該当するもの)

　① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品

　② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品

　注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内

　　　産資材として取り扱う. 

　注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工, 製造した製品も県内産資材として取り扱う.

　注3 公共建築工事標準仕様書そのた関連する示方書等の基準を満たす資材, 製品であること. 

・ 県内産再生砕石の原則使用

　受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年

　法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の5第1項に基づく変更の許可におい･

　て同じ.))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない.

◎受注者は, 鳴門市内に主たる営業所を有する者から調達した建材等を優先して使用するよう努めなければならない. 

　

  (4) 塗料（塗り床を含む）は，ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼンを発散しないか, 

　(2) 受注者は，木材以外の建設資材について，県内産資材の別を施工計画書に記載するものとする。また，

　　　ばならない. 

  　　請負金額が500万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内産資材を使用

　　　できない理由を施工計画書に記載すると共に，確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なけれ

項　　　目

梁, 壁, 床スリーブ入れ

　同上穴埋補修

スリーブ開口補強(鉄筋)

　同上(リンブレン等)

床, 天井点検口

設備機器天井開口墨出

　同上切込み及び開口補強

縦樋(GLまで)

盤, 便器等の箱入れ

  同上補強

給排気ガラリ取り付け

空調機器類の基礎工事

衛生器具取付のブロック壁 
空洞部分のモルタル埋め

建築工事 電気工事 管 工 事 空調工事 そ の 他

○

○

○

○

○

○

○

○

◎技能士の適用については,建築工事特記仕様書,機械設備工事特記仕様書による8.　技能士の適用

9.  設計変更箇所確認

　定期的に確認すること

　すること

◎工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について監督員,工事監理業務受注者とともに

◎工事しゅん工前に全ての設計変更箇所について,監督員,工事監理業務受注者とともに,書面により確認

◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け,

　承諾を受けて次の工程に進むこと. 

◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し,

　監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.

10.  工事検査及び技術検査

◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること.

・ 基礎杭工事を含む工事については，請負対象額にかかわらず，基礎杭工事完了後，中間検査を実施する。

・ 中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結後速やか

　に監督員と協議すること.

・ 中間検査が部分払検査と同時期になる場合は, 中間検査を省略することができる.

・ 外壁改修工事等において，足場が撤去されしゅん工検査時に検査員による出来形等の現場確認ができなく

なるおそれがある場合は，当初請負対象額に関係なく，中間検査の実施について監督員と協議すること. 

◎提出書類

　・　竣工図（製本3部，電子データ2部）( 原図版2部・A3版1部 )　

11.　完成図等

サ　イ　ズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ

カラー, 手札版又はサービスサイズ

区　　　分

　写真で的確に確認できること. 

　竣工図データは，関係図面（データ貸与）を修正して作成し，PDF形式，SFC形式及びオリジナル形式を・

◎工事完成撮影は, 専門家に( よる ・ よらない )ものとする. 

◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること.

　・　保全に関する資料

　・　使用材料一覧表(4部（うち3部は竣工図表紙裏面に貼付）,電子データ2部）

◎竣工図は関係図面（データ貸与）を修正して作成すること．

　・　工事写真（写真帳１部（　着手前及び完成写真　），電子データ２部）

◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する.

  完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については，不可視部分の出来形が

着　手　前

施　工　中

完　成　写　真

　CD-R等に保存する．

　(2) コンクリート躯体工事

　(3) 屋外付帯工事

　(4) その他実状を判断の上, 必要がないと認めた場合(外壁補修工事等)

◎付保除外工事

  次に掲げる単独工事については, 付保を除外できる.

  (1) 杭及び基礎工事

  工事目的物及び検査済材料(支給材料を含む)について付保すること. 

◎対象物12. 火災保険

◎付保する時期及び金額

　当額を付保する. 

  また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する.

◎保険終期

  工事完成期日に14日を加えた期日とする. 

  なお, 工期延伸した場合には, 保険の期間も延長すること. 

◎その他

  (1) 建設工事保険に付保した場合は, 火災保険に付保したものとみなす. 

  (2) 付保する時期以降に出来高払いを行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払いの書類に

　　　添付すること.

  鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 請負金額相

  学校：ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン・エチルベンゼン

・ 建物の用途により以下の物質の室内濃度を測定すること.

  学校以外：ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン

　採取器具は受注者にて用意すること。

　　濃度測定

　　パッシブ型採取機器を用いる場合は, 次の要領により行う. 

　　(1) 30分間換気

  測定は, 次のいずれかにより行う. 

13. 室内空気中の化学物質の

  ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第1347号)第5･

  ・パッシブ型採取機器を用いる方法

　　6－3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法

　　　　測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具, 押入等の収納部分の扉を含む)を開放し, 30分間換

　　　　気する. 

測定箇所数測　　定　　対　　象　　室



特記仕様書3

-
-

M - 005

A1=

図面番号

縮尺

完成年月日 図面名称

件名
鳴門市新庁舎整備事業

2期外構工事のうち付帯工事（管工事）
前田建設・吉成建設・内藤廣建築設計特定建設工事共同企業体

A3=

特記承認

担当

項　　　目 特　記　事　項

1章  排水工事

1.　排水管

2.　側塊, 排水桝等

◎排水管材料

・ 側塊の形状： 図示 
◎排水マスの種類： 図示

◎グレーチング(＊溶融亜鉛メッキ処理とすること）

・ 鋳鉄製マンホールふた

・ 製造所：　評価名簿による

・ 製造所：　評価名簿による

・ 砂の粒度試験は,（　行う　・　行わない　）

・ 地業材料：                  　　厚さ

◎砂利地業の厚さは, (　100　)mmとする.

・ コンクリ－ト設計基準度等：　　　N/mm5２, スランプ＝　　㎝

3.　街きょ, 縁石, 側溝

・ 地業材料の種類：             厚さ：

・ コンクリート：設計基準強度(　　　N/mm5２), スランプ(　　　)

・ 埋め戻し材料：( A ・ B ・ C ・ D )種とする.

・ 排水工事の仕様は, 図示以外は, 建築工事標準詳細図による.

　その他4.

◎街きょ,縁石及び側溝

材種 管の種類 呼び径 備考

材質 用途 適用荷重 ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ 亜鉛めっき付着量 上面形状 備考

備考名称 種類 適用荷重

備考名称 形状 寸法

硬化ポリ塩化ビニル VU 図示

鋼製 側溝フタ・雨水枡フタ 図示 細目 図示

鋼製 側溝フタ 図示 細目 図示

U形側溝 図示 図示

硬化ポリ塩化ビニル VP 図示

項　　　目 項　　　目 特　記　事　項特　記　事　項 項　　　目 特　記　事　項

    (2) 5時間閉鎖

　      (1)の後, 測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する. ただし, 造り付け家具, 押入等の収納部

    (3) 測定

        イ (2)の状態のままで測定する. 

        ロ 測定時間は, 原則として24時間とする. ただし, 工程等の都合により24時間測定が行えない場･

　　　　　 合は, 8時間測定とする. 

        ※(1), (2), (3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする. ただし, 局所的･

　　　  ハ 測定回数は1回とし, 複数回の測定は不要とする. 

　　　　　な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする. 

　　　　分は開放したままとする. 

　         なお, 8時間測定の場合は午後2時～3時が測定時間帯の中央となるよう, 10時30分～18時30分ま

           での時間帯で測定する.

　　(4) 分析

　　　　測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し、濃度を分析する. 

　　　　測定後, 測定結果を監督員に提出すること. 

　　(5) 測定結果の提出

  再度測定を行う.

・ 測定結果が厚生労働省の指針値を超えていた場合は、発散源を特定し、換気等の措置を講じた後、
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ࠋࡿࡍࡢࡶࡿᘬᙇࢆ࣮࢝ࣥᕤ࠶࡛ࡲ㸪☜ㄆᙉᗘࡋᘬᙇヨ㦂ࡿࡼᘬᙇヨ㦂ᶵࠉࠉヨ㦂᪉ἲ࣭ࠉࠉ

ࠋࡇࡿࡍሗ࿌㸪┘╩ဨ࠸⾜ࢆ๓ㄪᰝࡢ≀㸪ᇙタࡾࡓᙜᕤࡢ➼࣮࢝ࣥᕤ࠶ࡧཬࡅ㸪✰㛤ࡾࡘࡣ����

����ᕤሙᡤࢆ㕲➽᥈ᰝᶵࡾࡼ᥈ᰝࡋ㸪㕲➽㸪㓄⟶㢮ࡢ⨨ቚฟ࠾࡞ࠋ࠺⾜ࢆࡋ㸪᥈ᰝࡢ⤖ᯝ㸪ᨺᑕ⥺㏱㐣᳨ᰝࢆᚲせ

ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍᑐᛂ㸪㐺ษୖࡢ༠㆟㸪┘╩ဨࡣ࡚࠸ࡘሙྜࡿࡍࠉࠉ

�㸬㠀◚ቯ᳨ᰝ

ࠋࡿࡍࡢࡶࡓࠉࠉ

����ᒇእ⏝ࢫࣞࣥࢸࢫࡣࡢࡶࡿࡍ〇ཪࠕ�����+�6,-ࡣ⁐⼥ள㖄ࠖࡁࡗࡵつᐃ7='+ࡿࡍ��௨ୖࡢ⁐⼥ள㖄ࢆࡁࡗࡵࡋ

����ᶵჾ㢮ࡢᅛᐃࡣ㸪㔠ᒓᣑᙇࡌࡡ࠾࣮࢝ࣥᙧཪࡣ᥋╔⣔ࢆ࣮࢝ࣥ⏝ࡋ㸪㔜せᶵჾཬࡧḟࡢᶵჾࡣ࡚࠸ࡘ㸪ᕤ

����ᚋ☜ㄆヨ㦂ࠋ࠺⾜ࢆ

ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸧ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ࣭ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ࣭ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸦�࣭ࠉࠉ

����㓄⟶࣭ࡾྞࡢࢺࢡࢲཬࡧᨭᣢᮦࡢᅛᐃࡣ㸪ࡢࡑ⮬㔜༑ศ⪏ࢆ࣮࢝ࣥࡿ࠺࠼⏝࠾࡞ࠋࡿࡍ㸪⪏㟈ᨭᣢ⏝ࡿࡍ

ࠋࡿࡍ࣮࢝ࣥ᥋╔⣔ࡣᙧཪࡌࡡ࠾࣮࢝ࣥ㔠ᒓᣑᙇࡣ࣮࢝ࣥࡢ⏝㌣యྲྀࠉࠉ

�㸬ྛ✀Ⲵ㔜ィ⟬

�࣭�ᒇୖ㸪ሪᒇ➼タ⨨ࡿࡍᶵჾࠉࠉࠉࠉ��࣭ࠉࠉ

�࣭�㓄⟶ཬࢺࢡࢲࡧᨭᣢᮦ࣭ࠉࠉ�↮㐨ᨭᣢᮦࠉࠉࠉࠉ࣭ࠉࠉ

�㸬ᙉᗘィ⟬

�㸬ࢺ࣮ࣜࢡࣥࢥᕤ

�ࠋࡿࡍࡢࡶ࠺⾜㸪ࡅཷࢆᢎㄆࡢ㸪┘╩ဨࡵᐃࢆ⪅❧ࠉࠉࠉ

�ὀ�ࠉᙉᗘヨ㦂ࡢ❧࡚࠸ࡘ㸪ヨ㦂ࢆ➨୕⪅ᶵ㛵࡛⾜࠺ሙྜࡣ㸪⌧ሙ௦⌮ேཪࡣ௵�┘⌮�ᢏ⾡⪅ࡀ㸪-,6ᕤሙࡢሙྜࡣ㸪

�࣭�ᙉᗘヨ㦂㸦�࣭�➨୕⪅ᶵ㛵6,-�࣭ࠉᕤሙ�㸧࣭ࠉࠉ�ᵓ㐀యᙉᗘ⿵ṇ್�6�ࡿࡼ⿵ṇ࣭ࠉࠉ�ㄪྜ⾲ᥦฟ

つ᱁ရド᫂᭩ᥦฟࡢ�㕲➽ᮦᩱ࣭ࠉࠉࠉ㦵ᮦᛂᢚไᑐ⟇☜ㄆࣜ࢝ࣝ�࣭�

ᑐ㇟≀㸸ͤࢺ࣮ࣜࢡࣥࢥᕤࡢᑐ㇟ࡿ࡞ᇶ♏➼ࢆ᫂♧ࠋࡇࡿࡍ

㸰❶ࠉඹ㏻ᕤ࣭㛵㐃ᕤ

ᢠ ᐃ⦖⤯ࡢ⥺�పᅽᒇෆ㓄⥺㸪ᙅ㟁ὶ㟁࣭ࠉࠉᐃ ࡢỈ㉁ࡢ�㞧⏝Ỉ࣭ࠉࠉᐃ ࡢỈ㉁ࡢ�㣧ᩱỈ࣭�ࠉࠉ

ᐃ ࡢ࠸࠶ࢇࡌࡧ�ᐊෆẼὶཬ࣭ࠉࠉᐃ ࡢᗘ‵ ࡢ�ᐊෆእ✵Ẽ࣭ࠉࠉ�Ỉ㔞ㄪᩚ࣭ࠉࠉ�㢼㔞ㄪᩚ࣭�ࠉࠉ

�ࠋࡿࡍ⪄ཧࢆ���������㸦┘⌮ᣦ㔪�ཧ⪃㈨ᩱ�㈨ᩱ��ヨ㐠㌿ㄪᩚἲࠉࠉ

5���᭶∧

࣭⌧ሙ╔ᡭ๓ᨵಟ⠊ᅖ࡚࠸ࡘධᛕ࡞⌧ᆅㄪᰝ࠺⾜ࢆඹ㸪タ⟶⌮⪅࠸⾜ࢆࢢࣥࣜࣄࡢ㸪ࡢࡑ⤖ᯝࢆᕤィ⏬࣭ࠉ

ࠋࡇࡿࡍ⏝༑ศάసᡂࡢ➼௬タィ⏬࣭ᕤᅗࠉ

๓⏣ᘓタ䞉ྜྷᡂᘓタ䞉ෆ⸨ᘅᘓ⠏タィ≉ᐃᘓタᕤඹྠᴗయ



�㸬㓄⟶ᕤ

-,6�*�����

-::$�.����

-,6�*�����

-,6�*�����

-::$�.����

-,6�*�����

-::$�.����

-,6�*�����

-,6�*�����

-,6�*�����

-,6�.�����
ཪࡣ����

:63���� '9/3

�࠸ࡼࡶ࡚ࡋ⏝ࢆ
93���ȭ௨ୗ6,-ࡣ�.�����

6*3

673*���

6*3

6*3�+9$�⟶➃㜵㣗⥅ᡭ�

6*3

6*3�9$��⟶➃㜵㣗⥅ᡭ�

686���

686���

6*3�+9$�⟶➃㜵㣗⥅ᡭ�

6*3

ྕࠉ␒ ഛࠉࠉ⪃

6*3�9$��⟶➃㜵㣗⥅ᡭ�

-,6�.����� +,93

ࠋࡿࡍᣑ⟶ᘧࡿࡼ���6$6ࡣᡭ⥅ࡢᚄ��6X௨ୗࡧ㸪ࡣ᥋ྜ᪉ἲࡢ⟶㗰ࢫࣞࣥࢸࢫ����

����෭፹⟶⏝᩿ࡿࡍ⇕ᮦ⿕そ㖡⟶᩿ࡢ⇕ཌࡣࡉ��ᾮ⟶ࡣ��PP௨ୖࢆ⟶ࢫ࢞����PP௨ୖࡿࡍ��

ࠋࡿ࠸࡛ࢇ㸧ぢ㎸ࠉࠉࠉࠉࠉ㸦ࢆᆅᐙᩱࡿࡍᑐᆅ⏝ྠ࣭ࠉࠉ

����ᕤ㌴୧⏝ࡢ㥔㌴ሙ㸪㈨ᮦ⨨ሙཬࡧ⌧ሙົᡤ⏝ᆅࡣ࡚࠸ࡘ㸪ḟࡋࡔࡓࠋࡿࡼ㸪タ⟶⌮⪅༠㆟ࠋࡇࡿࡍ

ࠋࡇࡿࡅ�㸧タ࡚⪅ᴗ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋព⏝�࣭ࠉࠉሙᡤࡢ♧㸪㸦�࣭�ᅗࡣᆅ⏝ྠ࣭ࠉࠉ

����ᕤ⏝㟁ຊ㸪⏝Ỉࡣ࡚࠸ࡘ㸪ཎ๎࡚ࡋḟࡋࡔࡓࠋࡿࡼ㸪タ⟶⌮⪅༠㆟ࠋࡇࡿࡍ

ൾ�㸧↓�࣭ࠉ�㸧㸪⏝Ỉᩱ㔠㸦�࣭�᭷ൾ࠸࡞ࡁ࡛�࣭ࠉ�ࡿࡁ᪤Ꮡ⏝Ỉ⏝㸦�࣭�࡛࣭ࠉࠉ

ൾ�㸧↓�࣭ࠉ�㸧㸪㟁ຊᩱ㔠㸦�࣭�᭷ൾ࠸࡞ࡁ࡛�࣭ࠉ�ࡿࡁ᪤Ꮡ㟁ຊ⏝㸦�࣭�࡛࣭ࠉࠉ

�㸬௬タᕤ ����ᅗ㠃グ㍕ࡁ࡞㜵⥅ᡭࡣ㸪㸦�࣭�ྜᡂ࣒ࢦ〇ࢬ࣮ࣟ࣋�࣭ࠉࠉᙧ�㸧ࠋࡿࡍ

����ᅗ㠃グ㍕ࡁ࡞ఙ⦰⟶⥅ᡭࡣ㸪㸦�࣭ࢬ࣮ࣟ࣋�ᙧࣈ࣮ࣜࢫ�࣭ࠉࠉᙧ�㸧ࠋࡿࡍ

����ᘚ㢮࡛㸪ࢫࣞࣥࢸࢫ㗰⟶ࡾྲྀࡣࡢࡶࡿࡅ㸪ᚄ��௨ୗࡣ㟷㖡〇㸪ᚄ��௨ୖࢫࣞࣥࢸࢫࡣ〇ࠋࡿࡍ

����㓄⟶ࡾྞࡢཬࡧᨭᣢࡣ㸪ࠕᶆࠖཬࠕࡧᶆ‽ᅗࠖᚑࠋ࠺⾜࠸㸦ᶆ��!�����㸪��!�����㸧

����ᗋୗᅵ୰ᇙタ㓄⟶ࡾྞࡶ࡚࠸ࡘཪࡣᨭᣢ࠸⾜ࢆ㸪⟶ࡢಖㆤࡵࡓࡢᒣ◁ࡢ㢮ࡢ⟶࡚࿘ᅖࢆᇙࡵᡠࡓࡋᚋ㸪᥀๐ᅵࡢⰋ

����㉁ᅵ࡛ᇙࡵᡠࠋࡍ

����ᆅ୰㓄⟶ࡣḟࠋࡿࡼ㸦ᶆ��!�����㸪┘⌮ᣦ㔪��!�����㸪ᶆ‽ᅗ㹙ᶵᮦ�㹛㸧

ᚋ㸪ࡓࡵᅛࡁ✺㸪ࡳ㎸ࡁᩜ࠸ࡽ࡞᪉ࡾ㐵ࢆ࣮ࣥࣛࣕࢩࢵࣛࢡ⏕ࡣᗏࡾ᰿ษ࠸ᚑᙜヱ㡯ࡢᶆࠉࠉࠉࠉ⟶Ỉ࣭ࠉࠉ

ࡢᚋ㸪᥀๐ᅵࡓࡋࢇ༑ศ࡚ࡋᡠࡵᇙࢆ࿘ᅖࡢ⟶㢮࡛ࡢ◁㸪ᒣࡣࡋᡠࡵᇙࠋࡿࡍᕸタࡃⰋࡳࡌ࡞ࢆ⟶ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

ࠋ࠺⾜ࢆࡋᡠࡵᇙࡢⰋ㉁ᅵ࡛ᡤᐃࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

♧⾲㸪ᇙタ⾲♧㸦ࡋᡠࡵⰋ㉁ᅵ࡛ᇙࡢᚋ㸪᥀๐ᅵࡓࡋᡠࡵᇙࢆ࿘ᅖࡢ⟶࡚㢮ࡢ◁ᒣࡵࡓࡢಖㆤࡢ⟶ࠉࠉỈ⟶௨እ࣭ࠉࠉ

ࠋ࠺⾜ࢆᇙタᶆ㸧ࡧཬࣉ࣮ࢸࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

����Ỉᅽヨ㦂㸪‶Ỉヨ㦂㸪Ẽᐦヨ㦂➼ࡣ㸪㓄⟶㏵୰ⱝࡣࡃࡋ㞃࠸㸪ᇙࡵᡠࡋ๓ཪࡣ㓄⟶ᚋࡢሬཪࡣಖ ᕤ๓⾜

���!��㸦ᶆࠋ࠺ࠉࠉ��㸧

��㸬ಖ ࣭ሬᕤ

ࠋࡿࡍ��PPཌࡣ ಖࡢࢺࢡࢲ⏝Ẽࡧཬࢺࢡࢲ⏝እẼྲྀධࡢ⇕ჾࡿࡍ⨨タ㸧ࡴྵࢆㄪᑐ㇟ᐊ㒊ศ㸦ኳෆ✵࣭ࠉࠉ

ࠉࠉ࠸࡞ࢃ⾜�࣭ࠉࠉ㺃,;㸧��㺃+ࡣ㺃,;㸦ཪ��㺃,�࣭ࠉࠉ㒊㸧࠸㸦㞃⇕᩿ࡢࢺࢡࢲཔᡣ⏝Ẽ࣭ࠉࠉ

ࠋࡿࡼḟࡣಖ እࡢ⟶෭፹࣭ࠉࠉ

㸧ࠉࠉࠉࠉࠉ࣭ࠉࠉ㸦�࣭�⪏ೃᛶᶞ⬡〇ࢫ࣮ࢣ�ಖ ⢝࣭ࠉࠉࣟ�㺃,㸧�㸦$�㺃࣮ࣂ࢝ᡂᶞ⬡〇ྜ�࣭ࠉࠉᒇෆ㟢ฟࠉࠉࠉ

⼥⁐�㧗⪏㣗ᛶ࣭ࠉࠉ㗰ᯈ〇ࢫࣞࣥࢸࢫ�㸦�࣭ࢫ࣮ࢣಖ ⢝࣭ࠉࠉࣟ�㺃,㸧�㗰ᯈ㸦(�㺃ࢫࣞࣥࢸࢫ�࣭ࠉࠉᒇእ㟢ฟࠉࠉࠉ

㸧ࠉࠉࠉࠉࠉ࣭ࠉࠉೃᛶᶞ⬡〇⪏�࣭ࠉࠉ㗰ᯈ〇ࡁࡗࡵள㖄ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

ࠋࡿࡼ㡯ࡢ⟶Ỉ ࡢ�����!��㸪ᶆࡣ ಖࡢ⟶Ỉ⤥⿵ࡢ➼࣮ࣛ࣎ࡾࡼࢡࣥࢱᙇ⭾ࡧᙇ⟶ཬ⭾࣭ࠉࠉ

ࠋࡿࡼ㡯ࡢ⟶Ỉ ࡢ�����!��㸪ᶆࡣ㸧ࡃ㝖ࡣ⟶㓄ࡢᘚ௨㝆ࡁᢤ࢚ಖ 㸦ࡢ⟶ࡁᢤ࢚ᘓ≀ෆ࣭ࠉࠉ

ࠋࡿࡼ㡯ࡢ⟶Ỉࡢ�����!��㸪ᶆࡣ ಖࡢ⟶ỈࡢࢺࢵࢽࣘࣝࢥࣥࣇẼㄪᶵ㸪✵࣭ࠉࠉ

ࠋࡿࡍಖ ᮦ࣒࣮࢛ࣇࣥࣞࢳࢫ࣏ࣜ㸪ࡣᒇእ㟢ฟ㒊ศࡧᗋୗ㸪ᬯῺෆཬࡢ⟶Ỉ⤥࣭ࠉࠉ

ࠋࡿࡍಖ ᮦ࣒࣮࢛ࣇࣥࣞࢳࢫ࣏ࣜ㸪ࡣᒇእ㟢ฟ㒊ศࡢ⟶ᾘⅆ࣭ࠉࠉ

ࠋ࠸࡞ࢃ⾜ࢆ ಖࡣᘚࡧཬࢺࣥࣙࢪࣝࣈࢩ࢟ࣞࣇ㜵⥅ᡭ㸪ࡢࡾᘔࣉ࣏࡛ࣥ⟶Ỉ⏝㓄⤥࣭ࠉࠉ

ࠋ࠸࡞ࢃ⾜ࡣሬࡢᡂᶞ⬡㠃ྜࡧ㠃ཬࡁࡗࡵள㖄ࡕ࠺ࡢ➼㸪ᨭᣢ㔠≀㸪ᯫྎࢺࢡࢲ㓄⟶㸪ࡿࡍ㟢ฟࡢ㒊ศࡿࡍᣦᐃḟ࣭ࠉࠉ

㸧ࠉࠉࠉࠉࠉ��������������ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ࣭ࠉࠉෆࢺࣇࣕࢩࣉࣃ㸪ࢫ࣮࣌ࢫࢺࢡࢲ�㸦�࣭ࠉࠉࠉ

㸧ࠉࠉࠉࠉࠉ�࣭ࠉࠉ➼㸦�࣭�୍⯡ᒃᐊ㸪ᗯୗࠋ࠺⾜ࢆሬࡣ➼㟁⥺⟶㸪ᨭᣢ㔠≀㸪ᯫྎࡿࡍ㟢ฟࡢ㒊ศࡢḟ࣭ࠉࠉ

ࠋࡿࡍ㸪ཎ๎ሬせࡣࡢࡶࡢ〇ࡁࡗࡵள㖄⼥⁐ࡣ〇ཪࢫࣞࣥࢸࢫ㸪ࡕ࠺ࡢ➼≀ᨭᣢ㔠ࡢෆࢺࢵࣆࡧᒇෆ㸪ᒇእཬ࣭ࠉࠉ

�ࡿฟ᮶ࡀࡇࡿࡍ␎┬ࢆሬࡾࡼ༠㆟ࡢဨ╩┘��ࡣሙྜࡿࡍ⏝ࢆࣉࣃ࣮ࣛ࢝⟶ࣝࢽࣅ㉁ሷ◳࣭ࠉࠉ

����ಖ ᕤ

����ሬᕤ

��㸬ࡢࡑඹ㏻㡯

����ᨭᣢ㔠≀➼

��7='+ࡿࡍつᐃࠖࡁࡗࡵள㖄⼥⁐ࠕ�����+�6,-㗰ᮦࡣ〇ཪࢫࣞࣥࢸࢫࡣ➼≀ᨭᣢ㔠ࡢෆࢺࢵࣆࡧᒇእཬ࣭ࠉࠉ௨ୖࡢ⁐

ࠋࡿࡍࡢࡶࡓࡋࢆࡁࡗࡵள㖄⼥ࠉࠉࠉ

�!�����㸧��㸦ᶆࠋࡿࡍグධࢆ᪉ྥࢀ㸪㆑ู⾲♧࣭⏝㏵࣭ὶࡣࢺࢡࢲࡧ㸪㓄⟶ཬࢆグྕࡧཬ⛠ྡࡣᶵჾ࣭ࠉࠉ

ೃ⪏ࡣཪࡁ㸪ሬ᭩ࡣ࡚࠸ࡘ➼♧⾲㓄⟶㆑ู࣭⛠ྡࡢᶵჾࡢ㸧࡛ࡴྵࢆ➼ሙᡤ㸦ᘚᱝෆࡿ࠶ࡢỈẼࡧ㸪ᒇእཬ࠾࡞ࠉࠉࠉ
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㸧ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᵝ㸸ࢺ㸫ࢩFP㸪ࠉࠉ 'ᯛᕸ㸪ࠉࠉ㸪ᵝ㸸ࠉࠉእ㒊㊊ሙ㸦✀㢮㸸࣭ࠉࠉ
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�㸬୰ኸ┘どไᚚ⨨

㸳❶ࠉ⮬ືไᚚタഛ

�࣭�᭷ࡾ㸦ᵓᡂᶵ⬟ࡣᅗ♧ࡿࡼ㸧ࡋ↓�࣭ࠉࠉ

�㸬㟁※⨨

�࣭�せ㸦�࣭�ᮏᕤู�࣭ࠉࠉ㏵ᕤ�㸧࣭ࠉࠉ�せ

�㸬 ᗘㄪ⠇ჾ➼

�㸬㟁Ẽィ⏝㓄⥺

ྲྀࡅ㧗࣭ࠉࡉ������PP࣭ࠉࠉ�������PP
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ࠋࡿࡵດ࠺ࡼࡿࡍࠉࠉ
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�㸬⮬ືไᚚ┙
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�㸬ᑠ౽ჾ⏝⠇Ỉ⨨
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㸪ࡣ⟶⥺㟁ࡢ࡛ࡲไᚚ┙㸪㐽᩿ᘚࡽ㸪㆙ሗჾࡓࡲࠋࡿࡍ�せ�㸧࣭ࠉ㸦�࣭�せࡣእ㒊ฟຊ➃Ꮚࡢ㆙ሗჾࢀ₃ࢫ࢞����

ࠋࡿࡍ㏵ᕤ�㸧ู�࣭ࠉࠉ㸦�࣭�ᮏᕤࠉࠉ

�㸬ᾮ▼Ἔࢫ࢞ሸᐜჾ

�㸬ࢡࣝࣂ㈓ᵴ
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����ᐜჾࡢ㌿ಽ㜵Ṇᕤせ㡿ࡣ㸪ᶆ‽ᅗ㹙ᕤ��㹛ᾮ▼Ἔࢫ࢞ᐜჾ㌿ಽ㜵Ṇᕤせ㡿㸦�࣭��D�࣭ࠉ��E��㸧ࠋࡿࡼ

�㸬ヨ㦂

����ᾮ▼Ἔࢫ࢞タഛࡣ㸪ᾮ▼Ἔࢫ࢞タഛኈࡾࡼẼᐦヨ㦂࠸⾜ࢆ㸪ヨ㦂ᡂ⦼᭩ࢆᥦฟࠋࡿࡍ

����㒔ᕷࢫ࢞タഛࡢヨ㦂ࡣ㸪ᶆࡢつᐃࡿࡼ㸪ࢫ࢞ᴗ⪅ࡢつᐃ࠸⾜ࡾࡼ㸪ヨ㦂ᡂ⦼᭩ࢆᥦฟࠋࡿࡍ
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M - 1

A1=

図面番号

縮尺

完成年月日 図面名称

件名

設計概要表

鳴門市新庁舎整備事業
2期外構工事のうち付帯工事（管工事）-

-
特記承認

担当

前田建設・吉成建設・内藤廣建築設計特定建設工事共同企業体
A3=

設　計　概　要　表

A3:S=1/2000

JR鳴門駅

国道28号線

JR鳴門線

事前協議リスト
該当条例 担当窓口

完了検査の
有　　無

完了時書類
提出の有無

事前協議提出書類の有無

有

（　　　　　　　　　　　　　）

無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

（　　　　　　　　　　　　　） 有 無有 無無有

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

有 無有 無

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

（　　　　　　　　　　　　　） 無有

建築基準法

消防法・徳島県消防法施行細則・徳島県危険物の規制に関する規則 鳴門市消防本部

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

建築物移動円滑化チェックシート

特定建築物使用届

一般財団法人日本建築センター　大阪事務所

徳島県　東部保健福祉局

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 建設リサイクル法届出書 徳島県県東部土整備局

建築基準法

一般財団法人日本建築センター　大阪事務所

有 無有 無（　　　　　　　　　　　　　） 無有 都市計画法適合証明願都市計画法　施行細則 徳島県県東部土整備局

住宅性能表示制度 表　示　の　方　法
表　　示　　事　　項

に基づく性能基準

1）ホルムアルデヒド発散等級

1．構造の安全に関すること1）耐震等級（構造躯体の倒壊防止）※免震建築物は評価対象外

2）耐震等級（構造躯体の損傷防止）※免震建築物は評価対象外

4）耐風等級（構造躯体の倒壊防止及び損傷防止）

2．火災時の安全に関すること1）感知警報装置設置等級（自住戸火災）

2）感知警報装置設置等級（他住戸等火災）

3）避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）

5）耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部））

6）耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外））

3．劣化の軽減に関すること1）劣化対策等級（構造躯体等）

4．維持管理・更新への配慮1）維持管理対策等級（専用配管）

2）維持管理対策等級（共用配管）

5．温熱環境に関すること 1）断熱等性能等級

6．空気環境に関すること

1）高齢者等配慮対策等級（専用部分）9．高齢者等への配慮

7）耐火等級（界壁及び界床）

2）高齢者等配慮対策等級（共用部分）

5）耐積雪等級（構造躯体の倒壊防止及び損傷防止）

3）その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）

6）地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法

7）基礎の構造方法及び形式等

4）脱出対策（火災時）

3）更新対策（共用排水管）

2）換気対策

3）室内空気中の化学物質の濃度等　※選択項目

（内装）

（天井裏等）

1）単純開口率7．光・視環境に関すること

2）方位別開口比

　　に関すること

1）重量衝撃音対策　※選択項目8．音環境に関すること

2）軽量衝撃音対策　※選択項目

3）透過損失等級（界壁）　※選択項目

4）透過損失等級（外壁開口部）　※選択項目

　　に関すること

1）開口部の侵入防止対策10．防犯に関すること

その他免震建築物

12

12

表 示 項 目

1234

（等級又は表示）

1234

123

23

23

123

23

1234

123

—23

1234

1234

123

123

123

表 示 項 目

表 示 項 目

表 示 項 目

表 示 項 目

1

1

1

4）更新対策（住戸専用部）

表 示 項 目

12345

12345

1234

12345

12345

表　示　の　方　法
表　　示　　事　　項

（等級又は表示）

注：斜線の項目については、本物件評価対象外とする。
表示の方法の欄に表示項目とある表示事項については、各基準ごとに要求される内容について表示する。
表示事項のうち、8-1は等級又は相当スラブ厚さによる表示、8-2は等級又は床衝撃音レベル低減量による表示のいずれか一方で評価する

表 示 項 目

表 示 項 目

表 示 項 目

表 示 項 目

表 示 項 目

2）一次エネルギー消費量等級 145

確認申請

構造大臣認定

構造任意評定

消防法

総務省令第40号

（ニ方向避難・開放型特定共同住宅等、

道路法

河川法

特別都市計画法

土地区画整理法

屋外広告物法

港湾法

ビル管理法

公衆浴場法

開発許可

地区計画

総合設計制度

一団地申請

容積認定申請

開放型特定共同住宅等、

ニ方向避難型特定共同住宅等、

省エネ計画

環境計画書

景観

福祉のまちづくり条例

日影規制

道路幅員

道路切り下げ

ワンルーム

緑化、伐採

駐車場

駐輪場

ゴミ置場

38条認定

浄化槽

雨水流出抑制

保健所（換気・衛生）

学校・学区

文化財

防災計画書

防犯

その他の特定共同住宅等）

バリアフリー法

電波伝搬障害

CASBEE

ディスポーザー・排水計画

雑排水利用、雨水浸透計画

地歴調査

住宅附置義務

震災対策

国産木材活用

工場・指定作業場

建設リサイクル法

中高層・近隣

都市計画法施行細則　60条

案　内　図

工事場所

都市計画区域 ：内 , 市街化区域 , 開発申請 無
用途地域 ：近隣商業地域
防火指定 ：法22条指定地区（屋根）
耐火種別 ：その他（庇2-3,3-3）

法規リスト



　＊印：2期外構付帯工事

　無印：1期外構工事または、2期外構工事。

　■印：本工事

A1=

図面番号

縮尺

完成年月日 図面名称

件名

-
-

特記承認

担当

前田建設・吉成建設・内藤廣建築設計特定建設工事共同企業体
A3=

鳴門市新庁舎整備事業
2期外構工事のうち付帯工事（管工事）

外構雨水排水計画図 1 M - 2
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既設桝B

桝天	TP+1.726

管底	TP-0.444

B15桝

CD桝T2

□300*H

GL+1.207

TP+3.207

B14桝	CD桝T2

□300*H

GL+1.198

TP+3.198

B1桝

角桝T6

□500*H

GL+1.205

TP+3.205

B2桝

CD桝T2

□300*H

GL+1.290

TP+3.290

B5桝

CD桝T2

□600*H

GL+1.290

TP+3.290

B7桝

CD桝T2
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B9桝

CD桝T2

□600*H

GL+1.300

TP+3.300
B11桝

CD桝T2

□600*H

GL+1.300

TP+3.300

C4桝

VS桝T2

□300*H

GL-100

TP+1.900

C3桝
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□300*H
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C11桝

VS桝T25
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TP+1.940

既設桝A-3

桝天　GL-0.218

　　　TP+1.782[改修前TP+1.850

]

　　　嵩下げ68

管底　TP-0.328

B17桝
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□800*H
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C12-2桝

CD桝T2

□300*H
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TP+2.865
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B16桝
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TP+1.800

（道路工事

）

A1-5桝
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□500*H

GL+0

TP+2.000

（道路工事）

NK桝Ⅱ型

□500*H
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TP+3.12

＜庇1-1,1-4スロープ＞

VU100,L=0.8×2+0.4+6.5m

＜庇1-1,1-4スロープ＞

U100ｽﾘｯﾄ化粧蓋,L=1.1m×4
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＊
C-①
	U180	17676

＊本工事の埋設雨水配管と１期工事,2期外構工事の雨水枡の取り合い部について、雨水桝の穴あけは１期工事,2期外構工事で行うものとする

破線部は埋設配管



　＊印：2期外構工事のうち付帯工事

　無印：1期外構工事または、2期外構工事。

　■印：本工事

A1=

図面番号

縮尺

完成年月日 図面名称

件名

-
-

特記承認

担当

前田建設・吉成建設・内藤廣建築設計特定建設工事共同企業体
A3=

鳴門市新庁舎整備事業
2期外構工事のうち付帯工事（管工事）

外構雨水排水計画図 2 M - 3

*ATM 東面 立水栓 排水配管 VP50 （本工事）
＊本工事の埋設雨水配管と１期工事,2期外構工事の雨水枡の取り合い部について、雨水桝の穴あけは１期工事,2期外構工事で行うものとする

桝番号 設置区分 種別 蓋種別 内径 深さ(mm)

A1-1桝 舗装 VS桝 ｸﾞﾚT-2・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □300 × 998

A1-2桝 舗装 角桝 ｸﾞﾚT-16・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □500 × 1008

A1-3桝 舗装 VS桝 ｸﾞﾚT-16・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □300 × 958

A1-4桝 舗装 VS桝 ｸﾞﾚT-2・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □300 × 1188

A2-1桝 舗装 VS桝 ｸﾞﾚT-2・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □300 × 1108

A2-2桝 舗装 VS桝 ｸﾞﾚT-2・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □500 × 988

桝番号 設置区分 種別 蓋種別 内径 深さ(mm)

B1桝 舗装 角桝 ｽﾘｯﾄ付化粧蓋・T-6・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □500 × 908

B2桝 舗装 CD桝 化粧蓋T-2・普 □300 × 1058

B3桝 舗装 CD桝 化粧蓋T-2・普 □300 × 608

B4桝 舗装 CD桝 化粧蓋T-2・普 □300 × 1158

B5桝 舗装 CD桝 化粧蓋T-2・普 □600 × 1258

B6-1桝 緑地 CD桝 ｸﾞﾚT-2・細 □300 × 648

B6-2桝 緑地 CD桝 ｸﾞﾚT-2・細 □300 × 558

B7桝 緑地 CD桝 化粧蓋T-2 □600 × 1358

B8桝 舗装 CD桝 ｸﾞﾚT-14・細 □300 × 608

B9桝 舗装 CD桝 化粧蓋T-2 □600 × 1419

B10桝 舗装 CD桝 ｸﾞﾚT-14・細 □300 × 608

B11桝 緑地 CD桝 ｺﾝ蓋T-2 □600 × 1469

B12桝 舗装 角桝 化粧蓋T-2 □800 × 1809

B13桝 緑地 CD桝 ｸﾞﾚT-2・細 □300 × 908

B14桝 舗装 CD桝 化粧蓋T-2 □300 × 240

B15桝 舗装 CD桝 化粧蓋T-2 □300 × 280

B16桝 舗装 角桝 化粧蓋T-2 □800 × 1160

B17桝 舗装 角桝 化粧蓋T-2 □800 × 2160

B18桝 緑地 CD桝 ｸﾞﾚT-2・細 □300 × 608

桝番号 設置区分 種別 蓋種別 内径 深さ(mm)

C1桝 緑地 CD桝 ｸﾞﾚT-2・細 □300 × 908

C2桝 緑地 CD桝 ｸﾞﾚT-2・細 □300 × 1008

C3桝 舗装 CD桝 化粧蓋T-2 □300 × 608

C4桝 舗装 VS桝 ｸﾞﾚT-2・普 □300 × 615

C5桝 舗装 VS桝 ｸﾞﾚT-2・普 □300 × 655

C6桝 舗装 VS桝 ｸﾞﾚT-2・普 □300 × 705

C7桝 舗装 VS桝T25 ｸﾞﾚT-25・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □300 × 607

C8桝 緑地 CD桝 ｸﾞﾚT-2・細 □300 × 608

C9桝 舗装 VS桝T25 ｸﾞﾚT-25・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □300 × 745

C10桝 舗装 VS桝T25 ｸﾞﾚT-25・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □300 × 958

C11桝 舗装 VS桝T25 ｸﾞﾚT-25・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □300 × 1035

C12-1桝 緑地 CD桝 ｸﾞﾚT-2・細 □300 × 618

C12-2桝 緑地 CD桝 ｸﾞﾚT-2・細 □300 × 1108

C13桝 舗装 VS桝T25 ｸﾞﾚT-25・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □300 × 1009

C14桝 舗装 角桝 ｸﾞﾚT-25・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □600 × 1160

C15桝 舗装 角桝 ｸﾞﾚT-25・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □600 × 1259

C16桝 舗装 CD桝 ｸﾞﾚT-2・普 □300 × 608

C17桝 舗装 CD桝 ｸﾞﾚT-2・普 □300 × 638

C18桝 舗装 CD桝 ｸﾞﾚT-2・普 □300 × 708

C19桝 舗装 CD桝 ｸﾞﾚ・T-2・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □300 × 608

C20桝 舗装 CD桝 ｸﾞﾚ・T-2・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □300 × 638

C21-1桝 緑地 CD桝 ｸﾞﾚT-2・細 □300 × 350

C21-2桝 緑地 CD桝 ｸﾞﾚT-2・細 □300 × 350

C21-3桝 緑地 CD桝 ｸﾞﾚT-2・細 □300 × 1140

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

a4桝 舗装 VS桝 ｸﾞﾚT-2・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □300 × 785■

a3桝 舗装 VS桝 ｸﾞﾚT-2・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □300 × 770■

a2桝 舗装 VS桝 ｸﾞﾚT-2・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □300 × 694■

a1桝 舗装 VS桝 ｸﾞﾚT-2・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ □300 × 684■

排水経路番号 設置区分 施設種 蓋種類・根巻 延長(mm)

A1-①-1 舗装 VS300*400 ｸﾞﾚT-2・細ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟCo:Gr=4:1 6850

A1-② 舗装 VS300*300 ｸﾞﾚT-2・細ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟCo:Gr=4:1 16456

A1-③ 舗装 VPφ200 11400

A1-④ 舗装 横断U300*300 ｸﾞﾚT-16・細ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 10550

A1-⑤ 舗装 VPφ200 13957

A1-⑥ 舗装 VPφ200 5000

A1-⑦ 舗装 VS300*400 ｸﾞﾚT-2・細ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟCo:Gr=4:1 48041

A1-⑧ 舗装 VS300*300 ｸﾞﾚT-2・細ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟCo:Gr=4:1 13957

A1-⑨ 舗装 VUφ250 2673

A2-① 舗装 横断U300*300 ｸﾞﾚT-16・細ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 12904

A2-② 舗装 VUφ200 7098

A2-③ 舗装 VUφ200 750

排水経路番号 設置区分 施設種 蓋種類・根巻 延長(m)

S-1 スロープ U100 ｽﾘｯﾄ側溝T-2ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 1.1

S-2 スロープ U100 ｽﾘｯﾄ側溝T-2ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 1.1

S-3 スロープ U100 ｽﾘｯﾄ側溝T-2ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 1.1

S-4 スロープ U100 ｽﾘｯﾄ側溝T-2ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 1.1

S-5 スロープ VU100 0.8

S-6 スロープ VU100 0.8

S-7 スロープ VU100 0.4

S-7 スロープ VU100 6.5

排水経路番号 設置区分 施設種 蓋種類・根巻 延長(m)

ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ管 - HIVP75 5.05

ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ管 - HIVP75 5.05

ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ管 - HIVP75 6.06

ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ管 - HIVP75 14.87

ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ管 - HIVP75 13.35

ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ管 - HIVP75 2

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 - VP300 6.57

■

■

■

■

■

■

*

*

*

*

*

*

A1-①-2 舗装 VPφ150 2550

A1-①-3 舗装 VS300*400 ｸﾞﾚT-2・細ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟCo:Gr=4:1 26200

A1-①-4 舗装 VPφ200 2550

A1-①-5 舗装 VS300*400 ｸﾞﾚT-2・細ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟCo:Gr=4:1 9804*

*

■

■

勾配(%)

0.292

0.486

4.781

0.238

0.358

4.400

0.208

0.215

2.394

0.232

0.423

4.000

0.392

0.290

0.784

0.303

排水経路番号 設置区分 施設種 蓋種類・根巻 延長(mm)

B-① 舗装 VPφ150 9146

B-② 舗装 U150 ｽﾘｯﾄ側溝T-14ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 1400

B-③ 舗装 VU150 1400

B-④ 舗装 VUφ150 12790

B-⑤ 舗装 VUφ150 14649

B-⑥-1 舗装 U100 ｸﾞﾚT-2・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 8526

B-⑥-2 舗装 VUφ150 2350

B-⑥-3 舗装 VUφ100 1500

B-⑦ 舗装 VUφ200 13558

B-⑧-1 舗装 U100 ｸﾞﾚT-2・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 4675

B-⑧-2 舗装 VUφ150 2405

B-⑨ 舗装 VUφ250 29415

B-⑩-1 舗装 U100 ｸﾞﾚT-2・細・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 15050

B-⑩-2 舗装 VUφ150 3216

B-⑪ 舗装 VUφ250 11207

B-⑫ 舗装 VUφ250 7611

B-⑬ 舗装 U150 ｽﾘｯﾄ側溝T-2ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 12600

B-⑭ 舗装 U150 ｽﾘｯﾄ側溝T-2ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 6500

B-⑮ 舗装 U180 ｽﾘｯﾄ側溝T-2ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 5168

B-⑯ 舗装 U180 ｽﾘｯﾄ側溝T-2ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 2768

B-⑰-1 舗装 VUφ100 1328

B-⑰-2 舗装 VUφ150 6562

B-⑱ 舗装 VUφ250 22810

B-⑲ 舗装 U180 ｽﾘｯﾄ側溝T-14ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 19302

B-⑳ 舗装 U180 ｽﾘｯﾄ側溝T-14ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 2399

B-㉑ 舗装 U180 ｽﾘｯﾄ側溝T-14ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 1872

B-㉒ 舗装 VUφ400 9239

B-㉓-1 舗装 U100 ｸﾞﾚT-2・細 26250

B-㉓-2 舗装 VUφ150 2087

B-㉓-3 舗装 U100 ｸﾞﾚT-2・細 6056

■

*

*

*

*

0.711

0.561

0.851

2.667

0.369

0.642

2.495

0.173

0.332

1.555

0.357

2.168

2.143

5.714

0.782

0.341

0.600

0.795

2.259

0.381

2.784

0.466

0.834

0.534

5.130

0.190

2.396

0.563

0.846

0.495

勾配(%) 排水経路番号 設置区分 施設種 蓋種類・根巻 延長(mm)

C-① 緑地 U180 ｽﾘｯﾄ側溝T-2ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 17676

C-② 緑地 VUφ150 2090

C-③ 緑地 U180 ｽﾘｯﾄ側溝T-2ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 16497

C-④ 緑地 VUφ150 6378

C-⑤ 緑地 VUφ150 4699

C-⑥ 舗装 VS300*500 ｸﾞﾚT-2・普Co:Gr=4:1 19873

C-⑦ 舗装 VS300*500 ｸﾞﾚT-2・普Co:Gr=4:1 19213

C-⑧ 舗装 現場打横断150*150 ｽﾘｯﾄ側溝T-20	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 4689

C-⑨ 舗装 ｸﾞﾚT-2・普Co:Gr=4:1 11512

C-⑩-1 緑地 U100 ｸﾞﾚT-2・細 7509

C-⑩-2 舗装 VUφ150 7250

C-⑪ 舗装 横断VS300*500 ｸﾞﾚT-25・細ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 1501

C-⑫ 舗装 横断VS300*600 ｸﾞﾚT-25・細ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 8278

C-⑬ 舗装 VPφ200 17305

C-⑭-1 緑地 U100 ｸﾞﾚT-2・細 5775

C-⑭-2 緑地 Φ100 1635

C-⑭-3 緑地/舗装 VPφ150 11296

C-⑭-4 緑地 U100 ｸﾞﾚT-2・細 5535

C-⑭-5 緑地 U100 ｸﾞﾚT-2・細 5775

C-⑮ 舗装 VS300*800 ｸﾞﾚT-25・細ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟCo:Gr=4:1 15888

C-⑯ 舗装 VPφ250 8597

C-⑰ 舗装 横断VS300*1000 ｸﾞﾚT-25・細ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 26980

C-⑱ 舗装 VUφ150 8400

C-⑲ 舗装 VUφ150 11040

C-⑳ 舗装 VUφ150 7000

C-㉑ 舗装 VPφ150 2460

C-㉒ 舗装 VUφ150 9730

C-㉓ 舗装 VPφ300 5490

C-㉔-1 緑地 U100 ｸﾞﾚT-2・細 8083

C-㉔-2 緑地 U100 ｸﾞﾚT-2・細 2960

C-㉔-3 緑地 U100 ｸﾞﾚT-2・細 3359

C-㉔-4 緑地/舗装 VPφ150 7061

C-㉔-5 舗装 U100 ｽﾘｯﾄ側溝T-2ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 900

C-㉔-6 緑地 VUφ100 600

横断VS300*500

■

■
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*



平面図

断面図

側面図

B

2000

495

1010

2000

495 495

B
H

t2
t1

基礎砕石

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

b1

b2

インバートｺﾝｸﾘｰﾄ

50 50

c'
c

a

H

e

5
0

角欠け防止受枠平面図

80

110300×1000

300×500
520

1145 985

645
300

485
110

1257

624

100 100
620 720

660560

ｅ（巾×深）

寸法表

呼び名

B

寸法（ｍｍ）

H ａ ｃ’ｃ

寸法（ｍｍ）

参考重量

（ｋｇ）

断面寸法

t1 t2 b1 b2

断面図

側面図

c
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寸法表

呼び名

B H ａ ｃ

55 450
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ｃ’ ｅ （ｋｇ）

参考重量

t2t1 b1

寸法（ｍｍ）

断面寸法
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b2

＊VS側溝縦断用　S=1:20

＊VS側溝横断用　S=1:20
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　■VS桝300*1000 S=1:20　 　■VS桝300*1100 S=1:20　
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硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

(VP又はVU)

砂または良質

土

D

165
216
267

呼び名

寸　　法　(mm)

硬質塩化ビニル管（VU）

VU-150
VU-200
VU-250

外径
t

5.1
6.5
7.8

厚さ
d1

154
202
250

近似内径
h

365
416
467

基礎高
W

650
700
750

基礎幅
A

0.25
0.28
0.29

面積m2

■集水角桝□500×H 詳細図 S=1:20
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■集水角桝600 詳細図 S=1:20
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ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

(仕様：外構雨水排水計画図 2参照)

■集水桝（CD桝500） 詳細図 S=1:20
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■集水桝（CD桝300） 詳細図 S=1:20
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1
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3
0

スリット側溝（T-2・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ）

SLSSG-U15-2片寄せ同等品

（第一機材）

＊スリット側溝蓋 詳細図 S=1:20

（U150ILB用・T-2）

＊U型側溝150 詳細図 S=1:20

3015030

210

1
5
0

1
8
5

3
5

均しモルタル（1：3）t=20㎜
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8 t=50㎜
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100㎜

U1

50

Co蓋：Gr蓋(T-2・25)

＝4：1

Gr蓋(T-25)

Ｄ側溝

■塩ビ管 詳細図 S=1:20

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

(仕様：外構雨水排水計画図 2参照)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋又はｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

(仕様：外構雨水排水計画図 2参照)
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

(仕様：外構雨水排水計画図 2参照)
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呼び名

寸　　法　(mm)

硬質塩化ビニル管（VP）

VP-150
VP-200
VP-250

外径
t

8.9
10.3
12.7

厚さ
d1

146
194
240

近似内径
h

365
416
467

基礎高
W

650
700
750

基礎幅
A

0.25
0.28
0.29

面積m2

318VP-300 15.1 286 518 800 0.31

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

(仕様：外構雨水排水計画図 2参照)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

(仕様：外構雨水排水計画図 2参照)
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1
0
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5

3
5

均しモルタル（1：3）t=20㎜
再生クラッシャラン RC-40 
t=100㎜

＊U型側溝100 詳細図 S=1:20

VU-100 114 3.1 107 314 600 0.19

＊横断側溝詳細図U300*300 S=1:20

R	50

3
0
5

3
5

35 35375

85 275 85

540

606060 30060

420

2000

連結プレート用インサート

4-M12×25

9
0

8
5

3
5
1

8
5

4
4

4
8
0

445

5
0

6 426.5

60

23.5

4
4

54

46

4
4

4
4

50

グレーチング受枠
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平座金　t=2mm

溶融亜鉛メッキ
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6

グレーチング架部詳細図

再生クラッシャラン RC-40 

t=100㎜

■集水角桝□300×H 詳細図 S=1:20

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

(仕様：外構雨水排水計画図 2参照)
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縮尺

完成年月日 図面名称

件名
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特記承認

担当

前田建設・吉成建設・内藤廣建築設計特定建設工事共同企業体
A3=

鳴門市新庁舎整備事業
2期外構工事のうち付帯工事（管工事）

外構構造図 M - 4
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寸法表

呼び名

B

寸法（ｍｍ）

H ａ ｃ’ｃ

寸法（ｍｍ）

参考重量
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断面図

側面図
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寸法表

呼び名
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参考重量

t2t1 b1

寸法（ｍｍ）

断面寸法
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b2

＊VS側溝縦断用　S=1:20

＊VS側溝横断用　S=1:20
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　■VS桝300*1000 S=1:20　 　■VS桝300*1100 S=1:20　
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硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

(VP又はVU)

砂または良質
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呼び名

寸　　法　(mm)

硬質塩化ビニル管（VU）

VU-150
VU-200
VU-250

外径
t

5.1
6.5
7.8

厚さ
d1

154
202
250

近似内径
h

365
416
467

基礎高
W

650
700
750

基礎幅
A

0.25
0.28
0.29

面積m2

■集水角桝□500×H 詳細図 S=1:20
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■集水角桝600 詳細図 S=1:20
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ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

(仕様：外構雨水排水計画図 2参照)

■集水桝（CD桝500） 詳細図 S=1:20
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■集水桝（CD桝300） 詳細図 S=1:20
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スリット側溝（T-2・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ）

SLSSG-U15-2片寄せ同等品

（第一機材）

＊スリット側溝蓋 詳細図 S=1:20

（U150ILB用・T-2）

＊U型側溝150 詳細図 S=1:20

3015030

210

1
5
0

1
8
5

3
5

均しモルタル（1：3）t=20㎜
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8 t=50㎜
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100㎜

U1

50

Co蓋：Gr蓋(T-2・25)

＝4：1

Gr蓋(T-25)

Ｄ側溝

■塩ビ管 詳細図 S=1:20

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

(仕様：外構雨水排水計画図 2参照)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋又はｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

(仕様：外構雨水排水計画図 2参照)
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

(仕様：外構雨水排水計画図 2参照)
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呼び名

寸　　法　(mm)

硬質塩化ビニル管（VP）

VP-150
VP-200
VP-250

外径
t

8.9
10.3
12.7

厚さ
d1

146
194
240

近似内径
h

365
416
467

基礎高
W

650
700
750

基礎幅
A

0.25
0.28
0.29

面積m2

318VP-300 15.1 286 518 800 0.31

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

(仕様：外構雨水排水計画図 2参照)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

(仕様：外構雨水排水計画図 2参照)
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均しモルタル（1：3）t=20㎜
再生クラッシャラン RC-40 
t=100㎜

＊U型側溝100 詳細図 S=1:20

VU-100 114 3.1 107 314 600 0.19

＊横断側溝詳細図U300*300 S=1:20

R	50

3
0
5

3
5

35 35375

85 275 85

540

606060 30060

420

2000

連結プレート用インサート

4-M12×25

9
0

8
5

3
5
1

8
5

4
4

4
8
0

445

5
0

6 426.5

60

23.5

4
4

54

46

4
4

4
4

50

グレーチング受枠

袋付ナット

平座金　t=2mm

溶融亜鉛メッキ

61

6

6

グレーチング架部詳細図

再生クラッシャラン RC-40 

t=100㎜

■集水角桝□300×H 詳細図 S=1:20

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

(仕様：外構雨水排水計画図 2参照)
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車室ライン（おもいやり車両用） 詳細図 S=1:50車室ライン（一般車両用） 詳細図 S=1:50

白線 路面標識　詳細図 S=1:50
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　＊印：2期付帯工事

　■印：本工事
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